
・ベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックスです。
詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」をご覧ください。

・分配率は各期首の基準価額を基に計算、年換算。

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

■資産構成

比率

公社債 98.2%

（うち固定債） 74.2%

（うち変動利付債） 24.0%

コールローン他 1.8%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・比率は経過利子等を債券時価に含まず算出し
ております。

■ポートフォリオ特性

平均クーポン 1.0%

平均残存年数 1.4年

■基準価額の推移
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基準価額 【左目盛】

（円）

・基準価額は2001年9月19日を10,000として指数化しています。
・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。

■ファンド概況

基準価額（１万口当たり） 9,974円

　前月末比 -18円

純資産総額 2.27億円

設定日 1961年9月22日

信託期間 無期限

決算日 原則 9月19日

信託報酬 年0.707％～0.15％ （12/30現在 年 0.50%）

■騰落率

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年

ファンド -0.2% -0.0% -0.2% -0.0% 0.4%

ベンチマーク -0.2% -0.1% -0.3% -0.1% -0.4%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・固定債：変動利付債以外の債券。

■分配金実績（１万口当たり、税引前）

決算日 分配額（実績） 分配率（実績）

直近期 2025/09/24 0.00円 0.00%

２期前 2024/09/19 2.91円 0.03%

３期前 2023/09/19 0.00円 0.00%

・平均クーポン、平均残存年数は組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。
・変動利付債の残存年数は、次回利払日までとして計算しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

追加型・公社債証券投資信託（９月設定）

追加型投信／国内／債券

月次レポート

2025年

12月30日現在
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・なお、付加記号（＋、－等）を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。
・格付は、R&I、JCR、S&P、Moody'sのうち最も低い格付を表示しています。

■債券の格付別明細表（ＢＢＢ格以下）

銘柄 比率 格付

ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＰＬＣ 2.0% BBB+

第２４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 2.0% BBB+

第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 2.0% BBB+

第１０回フランス電力 2.0% BBB

第１２回フランス電力 2.0% BBB

第９回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 2.0% BBB

ＢＢＢ格　小計 12.0%

　　注）ＢＢ格 以下の組入銘柄はありません。

ＢＢＢ格　以下　合計 12.0%

■本資料で使用している指数について
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックスとは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の残存期間１年から３年の債
券で構成されている債券パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は
同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて
運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・比率は経過利子等を債券時価に含まず算出し
ております。・格付は、各格付会社の格付を判定した結果を当社の分類基準で表示したものです。

■国内（邦貨建）公社債（新株予約権付社債（転換社債）を除く）明細表

残存期間別比率

１年未満 １年以上 ２年以上 ５年以上

国債 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%

地方債 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

特殊債 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

金融債 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

普通社債 97.8% 40.0% 29.9% 27.9% 0.0%

合計 98.2% 40.0% 30.3% 27.9% 0.0%

比率

・特殊債とは独立行政法人、公庫等の政府関係機関等、いわゆる特殊法人や特殊団体が特別の法律に基づいて発行する債券の総称です。

■債券格付分布

格付種類 比率

ＡＡＡ格 0.0%

ＡＡ格 25.9%

Ａ格 60.3%

ＢＢＢ格 12.0%

ＢＢ格以下 0.0%

無格付 0.0%

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2025年

12月30日現在

月次レポート

追加型投信／国内／債券

追加型・公社債証券投資信託（９月設定）
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追加型投信／国内／債券

追加型・公社債証券投資信託（９月設定）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドの目的・特色

投資リスク

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

■ファンドの目的
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、わが国の短期公社債の指標であるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックスをベンチマークとして、利子等
収益の確保および売買益の獲得をめざします。

■ファンドの特色
特色１ 主にわが国の安全性の高い公社債に投資し、信託財産の安定的な成長をめざします。
・わが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債、事業債などで運用します。

特色２ 運用成果に応じて、年1回分配を行います。
・決算日の収益分配前の基準価額が1万円を超過している場合はその超過額の全額を分配し、1万円以下の場合は分配を行いません。将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

・運用は主に公社債投信マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損
益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

価格変動
リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の
下落は基準価額の下落要因となります。

信用
リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら
に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなるこ
と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性
リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格
での取引となる可能性があります。

■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一
時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、
基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加
設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
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■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

換金時手数料
1万口当たり27.5円（税抜 25円）

（注）1962年4月21日から2001年3月21日までの購入分については、1万口当たり110円（税抜 100円）となります。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

信託元本に対して、年率0.707％～0.15％をかけた額

くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

その他の費用・

手数料

監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海

外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担しま

す。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払わ

 　れます。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

　 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等

追加型投信／国内／債券

追加型・公社債証券投資信託（９月設定）

手続・手数料等

●本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内

容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断し
た情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場

環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信
託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、

投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三井住友信託銀行株式会社

■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日（決算日）の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位
1万口単位または1口単位

販売会社の取扱いにより単位が異なります。／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 販売会社が定める時間／販売会社にご確認ください。

購入制限 ファンドの規模等を勘案し、大口の購入のお申込みに制限を設ける場合があります。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付

の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止するこ

とがあります。

信託期間 無期限（1961年9月22日設定）

繰上償還 ファンドを償還させることがお客さまのため有利であると認めるとき等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日
毎年9月19日（9月19日またはその翌日が休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近

い日）

収益分配
年1回の決算時に分配を行います。

販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、公社債投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配金ならびに換金時および償還時の譲渡

益に対して課税されます。原則として、マル優制度（少額貯蓄非課税制度）の適用が可能です。税法が改正された場合等に

は、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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2025年12月30日現在

商号
日本証券業

協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○ ○
株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○
今村証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 ○ ○
株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1号 ○
株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第117号 ○ ○
株式会社群馬銀行（※） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○ ○
株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○
株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○
第四北越証券株式会社（※） 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号 ○
ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○
とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 ○
内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○
株式会社名古屋銀行（※） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第19号 ○
日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○ ○
浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 ○
ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○
ひろぎん証券株式会社（※） 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○
ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○
丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号 ○ ○
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（※） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○
水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○
むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○
株式会社山形銀行（※） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 ○
山形證券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第3号 ○
豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第21号 ○
株式会社横浜銀行（※） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

ファンド名称：追加型・公社債証券投資信託（９月設定）

登録番号等

販売会社情報一覧表

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

　　　・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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